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資 料 ５ 

 

鹿沼市国民保護計画（素案）の概要について 

 

国民保護措置に係る市の責務 

武 力 攻 撃 や大 規 模 なテロなどから住 民 の生 命 、身 体 及 び財 産 を保 護 するため、関

係 機 関 と連 携 協 力 し、避 難 ・救 援 及 び武 力 攻 撃 災 害 への対 処 等 の国 民 保 護 措 置 を

的 確 かつ迅 速 に実 施 する。 

 

国民保護措置に関する基本方針 

国 民 保 護 措 置 の実 施 に当 たっては、基 本 的 人 権 の尊 重 、権 利 利 益 の救 済 、情 報

提 供 、国 民 の自 発 的 な協 力 、指 定 地 方 公 共 機 関 の自 主 性 の尊 重 、災 害 時 要 援 護

者 への配 慮 などに留 意 する。 

 

本 編 

第１編 総論 （本編Ｐ１～Ｐ１１、資料１・２） 

市の責務、国民保護措置に関する基本方針、関係機関の事務又は業務の大綱、対象と

する武力攻撃の類型について定める。 

 

第２編 平素からの備えや予防 

１ 組織・体制の整備 （本編Ｐ１２～Ｐ２３、資料３・４・５） 

市の各部局における組織と職員の参集体制、関係機関との連携体制、情報収集及び

提供体制の整備、訓練のあり方について必要な事項を定める。 

２ 避難・救援及び武力攻撃災害に関する平素からの備え （本編Ｐ２４～Ｐ２６、資料６） 

避難・救援及び武力攻撃災害への対処を的確かつ迅速に行うために平素から必要と

なる関係機関との調整に関する事項を定める。 

３ 物資及び資材の備蓄、整備 （本編Ｐ２６～Ｐ２７） 

国民保護の実施に必要な物資及び資材について定める。 

４ 国民保護に関する啓発 （本編Ｐ２８） 

国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等において住民がとるべき行動に関する啓

発のあり方について必要な事項を定める。 

 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

１ 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 （本編Ｐ２８～Ｐ３１） 

市としての的確かつ迅速な初動措置を行うため「緊急事態連絡室」の設置に関する事

項を定める。 

２ 市対策本部の設置 （本編Ｐ３２～Ｐ３６、資料３・７・８） 

市対策本部の設置する手順や、市対策本部の組織や応急体制の事務分掌、本部長

の権限、現地での関係機関の活動を円滑に調整するための「現地調整所」の設置等に

ついて定める。 
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３ 関係機関相互の連携 （本編Ｐ３７～Ｐ４０） 

国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、関係機関と相互に密接に連携するこ

ととし、その連携を円滑に進めるために必要な事項について定める。 

４ 警報及び避難住民の誘導等 （本編Ｐ４１～Ｐ５１、資料６） 

知事から警報の通知や避難指示の通知を受けた場合には、直ちに関係機関に通知

すること、併せて、避難の指示の内容に応じた「避難実施要領」を作成し、避難住民の

誘導を行う内容等について定める。 

５ 救援 （本編Ｐ５２～Ｐ５３、資料９） 

避難先地域において行う避難住民や被災者の生命、身体及び財産を保護するため

に行う内容等について定める。 

６ 安否情報の収集・提供 （本編Ｐ５４～Ｐ５６、資料４） 

安否情報の収集・整理に関する基本的事項や情報提供の際における個人情報として

の取扱い等の注意事項について定める。 

７ 武力攻撃災害への対処 （本編Ｐ５７～Ｐ６６） 

武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、生活関連等施設や危険物質取

扱者などへの対処、ＮＢＣ攻撃による災害への対処、警戒区域の設定など、武力攻撃

災害への対処に関する事項を定める。 

  ８ 被災情報の収集及び報告 （本編Ｐ６７） 

被災情報の収集、知事への報告等について定める。 

  ９ その他の措置 （本編Ｐ６８～Ｐ７２） 

保健衛生の確保や廃棄物の処理、国民生活の安定に関する措置、特殊標章に関す

る事項について定める。 

 

第４編 復旧 （本編Ｐ７３～Ｐ７５） 

武力攻撃により被害を受けた市の管理する施設の、応急の復旧に関する基本的事項につ

いて定める。 

 

第５編 緊急対処事態への対処 （本編Ｐ７６） 

大規模テロ等の緊急対処事態については、第１編から第４編までの定めに準じて実施する

ことを定める。 

 

資 料 編 

関係する市条例、国民保護関係機関一覧、市対策本部の班体制とその事務分掌、国民

保護措置に関する国の省令や基準、県の要領などを掲載する。 

 


